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　この冊子は、沼津に住み始める皆さんに、市の各種手続き、保険、ごみの出し方など生活する上で必要な情報
を掲載したガイドブックです。

　ガイドブックといっても、観光情報などではなく沼津での「暮らし」を、少しでも快適にしていただくためのご
案内です。安全、安心な暮らしのために、もしもの時や困った時などの相談窓口の情報も掲載しています。

　「沼津市に住んでいてよかった」、「ずっと沼津市に住み続けたい」と感じていただき、沼津での生活がより快適
になることを願い、提供いたします。
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P18. 各種相談
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本市の豊かな自然、歴史、産業、文化などの地域資源の中から、特に個性や魅力のある「沼津の自慢」を100 個
選定しました。後世につなぎ、伝えていきたい沼津が誇る100の宝。市制100周年を機にリニューアルしたぬまづ
の宝100選に触れてみてください。
　「ぬまづの宝100選特設サイト」から公式ガイドブック（一般・子供向け）もダウンロードできますので、ご覧く
ださい。

＜一般向け＞ ＜子供向け＞

〈ぬまづの宝 100 選　～NUMAZU 100 TREASURES ～〉

ぬまづの宝100選
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「人・まち・自然が調和し、躍動するまち　〜誇り高い沼津を目指して〜」
沼津市は、北に富士山を望み、日本一深い駿河湾を囲む美しい海岸線や愛鷹山、さらに香貫山から連なる沼津

アルプスの山々、そして街中には狩野川がゆったりと流れる自然に恵まれた都市です。
　こうした海・山の自然を背景に、お茶やみかん、あじのひらきなどに代表される農業や水産業、自然条件やユ
ニークな深海生物を活かした観光、東部地域の中心をなす商業、先端技術を誇る工業など、多様な産業がバラン
スよく発展してきました。
　沼津港は、首都圏からも多くの人が訪れる一大観光スポットとなっており、また、沼津駅周辺には日本屈指と
いえる BAR 文化が息づくなど、夜のまちもにぎわいをみせます。

187,545人
93,731世帯
63.021km
186.82k㎡

大正 12 年７月１日

人口　　　　　　 
世帯数
海岸線延長
面積
市制施行

沼津市データ
　沼津市は、静岡県内では静岡市、浜松市に次ぐ
３番目の市として誕生しました。

※人口は、令和６年２月１日現在の情報です。
※面積は、令和５年10月１日現在の国土地理院に
　よる情報です。

市の花「はまゆう」
万葉集にも歌われた名花。木綿（ゆ
う）のような花を付けることから
名付けられました。初夏には白い
繊細な花が咲き、美しい葉は観葉
植物としても知られています。

市章
沼津の「ヌ」と、名勝として名高
い千本松原の松葉を組み合わせ
たものです。

市の木「松」
富士山を背景とし美しい景観を
織り成す千本松原は、若山牧水
や井上靖の作品にも描かれてお
り、沼津ゆかりの木として古く
から人々に愛されています。
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住民登録、印鑑登録、パスポート申請などについて
住民登録に関する届出

各種証明等の手続きについて

　手続きの窓口

戸　籍 登　録
戸籍に関する届出について

市役所及び市内11カ所の市民窓口事務所にて届出ができます。

届出 届出期間 届出人 届出場所 届出に必要
なもの

出生届
生まれた日を含め
て 14 日以内（国
外で生まれた場合
は３カ月以内）

父
または

母

本籍地、所在
地または出生
地

●出生届
（出生証明書）
※１
●母子健康手帳

死亡届

死亡の事実を知
った日から７日
以内（国外で死
亡した場合は３
カ月以内）

親族
または

家主・同
居人など
関係者

死亡者の本籍
地、死亡地ま
たは届出人の
所在地

●死亡届
（死亡診断書）

婚姻届 届出のあった日
から効力が生じ
ます

夫と妻
夫または妻の
本籍地あるい
は所在地

●本人確認
ができる証
明書※２

離
婚
届

協
議

夫と妻
夫婦の本籍地
あるいは夫ま
たは妻の所在
地

●本人確認
ができる証
明書※２

裁
判

調停の成立また
は裁判が確定し
た 日 か ら 10 日
以内

申立人

●調停調書
の謄本また
は裁判の謄
本および確
定証明書

転籍届
届出のあった日
から効力が生じ
ます

戸籍の筆
頭者およ
び配偶者

本籍地または
所在地のほ
か、新本籍地

※１ ） 平日に届出の場合、児童手当の請求の手続きもあわせて
ご案内しています。持ち物については、こども家庭課こ
ども手当係（055-934-4827）にお問い合わせください。　　

※２ ） 運転免許証・マイナンバーカードなど官公署が
発行する顔写真付きの身分証明書

・ 市役所地下の「休日 ･ 夜間窓口」で、開庁時間以外も
受け付けています。

・届出にともない氏名や住所などの記載事項に変更があ
る場合は、マイナンバーカード及び国民健康保険証（加
入者のみ）をお持ちください（開庁時間のみの対応です）。

・ 届出の際に来庁された人の本人確認をさせていただ
く場合がありますので、官公署が発行する顔写真付
きの身分証明書をお持ちください。
市民課（戸籍係）　☎055-934-4722

届出 届出期間 届出人 届出に必要なもの
転入届

（本市に
引っ越し
てきた人）

引っ越しを
した日から
14 日以内

本人
または
世帯主
ほか

●前に住んでいた市区町
村発行の転出証明書●マ
イナンバーカード、住民
基本台帳カードのうち交
付を受けているもの

転出届
（本市から

引っ越さ
れる人）

引っ越し日
の前後 14 日
以内

●国民健康保険証（加入者
のみ）●後期高齢者医療被
保険者証（該当者のみ）●介
護保険被保険者証（65 歳
以上の人）●マイナンバー
カード、住民基本台帳カー
ド、印鑑登録証のうち交付
を受けているもの

転居届
（市内で
引っ越さ
れた人）

引っ越しを
した日から
14 日以内

●国民健康保険証（加入者
のみ）●後期高齢者医療被
保険者証（該当者のみ）●介
護保険被保険者証（65 歳以
上の人）●マイナンバーカー
ド、住民基本台帳カードのう
ち交付を受けているもの

世帯主変更届
世帯分離届
世帯合併届

届出のあった
日から効力が
生じます

世帯主
ほか

● 国民健康保険証
（加入者のみ）

※ 届出には本人が確認できる証明書（運転免許証・マイナ
ンバーカード等）が必要です。代理人が届出をする場合
は委任状が必要です。詳細は、お問い合わせください。

※ 外国人の人は、在留カードまたは特別永住者証明書
をあわせてお持ちください。
市民課（受付係）　☎055-934-4721

手続き 来庁者 手続きに必要なもの
申請書の

交付
本人または
同世帯員 ●本人確認書類※１

申請補助 本人 ●マイナンバーカード交付申請書

カードの
交付 本人

（原則）
※２

●交付通知書●本人確認書類※１●
通知カード、住民基本台帳カード、
マイナンバーカード（持っている人）

電子証明書 ●マイナンバーカード
暗証番号

（ロック解除等） ●マイナンバーカード

※１） 運転免許証、パスポート等顔写真付きのもの１
点または健康保険証、年金手帳、介護保険証、

　　　預金通帳、社員証、学生証等のうち２点
※２） 代理人が手続きする場合は、委任状や本人が来

庁できないことを証明する書類等、別途必要書
類がありますので、お問い合わせください。

市民課（受付係）　☎055-934-4721

マイナンバーカード
　市役所及び市民窓口事務所にて手続きできます。

住民登録、マイナンバーカード、印鑑登録、パスポー
ト申請などについて
住民登録に関する届出
　市役所及び市民窓口事務所にて届出ができます。

おくやみコーナー
　市に住民登録を有している人が亡くなられた時に必
要な市役所内の手続きをまとめて支援します。
　事前予約制のため、電話またはメールにてお申し込
みください。

市民課（おくやみコーナー）　☎055-934-2503
okuyami@city.numazu.lg.jp
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固定資産税
　市内に所在する、土地、家屋及び償却資産に対して
毎年、１月１日（賦課期日）現在の所有者に課税されま
す。課税内容の閲覧などもできます。

資産税課（土地係）　　☎055-934-4737
　　　　　（家屋係）　　☎055-934-4738
　　　　　（償却資産係）☎055-934-4739

法人市民税
　市内に事務所や事業所がある法人や人格のない社団
等にかかる市民税が「法人市民税」です。法人税額（国
税）を基に算出される法人税割と、会社の資本金等の
額、従業員数から算出する均等割によって課税されま
す。法人市民税は、決算期末日から２カ月以内に、法
人自らが法人税割と均等割とを計算して申告書を提出
するとともに、あわせてその税額を納付していただき
ます。

市民税課（法人・諸税係）　☎055-934-4734

印鑑登録
登録できる人

本市に住民登録をしている 15 歳以上の人（意思能力
を有しない人を除く）。詳細は、お問い合わせください。
登録の申請
●即日登録／申請は本人が直接、窓口で行うことが原

則です。登録する印鑑（手彫りのもの）と、本人確認
のための官公署発行の顔写真付き身分証明書（運転
免許証やマイナンバーカード等）を持参して、市民
課か市民窓口事務所で申請してください。身分証明
書がない場合、沼津市に印鑑登録をしている人が保
証人となって登録する方法もあります。詳細は、お
問い合わせください。

●郵送／上記以外の場合は、確認のために照会 ･ 回答書を
郵送します。回答書に必要事項を記入し、本人確認書類
及び登録する印鑑を持参のうえ、再度申請した窓口まで
お越しください。本人が来られない場合は、本人自筆の
代理人選任届を添えて代理人が申請してください。

印鑑登録証
　印鑑登録をした人に、交付されます。市役所または
市民窓口事務所で印鑑登録証明書の交付申請の際に必
要となりますので大切に保管してください。
印鑑登録証、登録印の紛失時、廃止時
　紛失時はすぐに亡失届を出してください。廃止時に
は、廃止しようとする印鑑、印鑑登録証が必要です。

市民課（受付係）　☎055-934-4721
パスポート

パスポートの申請 ･ 交付の手続きは市役所で行って
います。初めて申請する場合は市民窓口事務所でもで
きますが、交付は市役所のみとなります。詳細は、お
問い合わせください。

市民課（パスポート交付窓口）　☎055-934-4772

税　金
個人住民税
　１月１日（賦課期日）時点で沼津市に住所がある人は、
前年中の所得に応じて課税されます。
●申告について
　税額計算の資料として、毎年３月15日までに申告が必
要です。申告した内容は、国民健康保険料の算定等の様々
な行政サービスの基礎資料となりますので、前年中に所
得がなかった人も申告が必要になる場合があります。
●申告の必要がない人
・収入が給与所得だけで、支払者から給与支払報告書
　が沼津市に提出されている人
・ 税務署に所得税の確定申告をした人
・上記の人の扶養になっている人

市民税課（市民税係）　☎055-934-4735・4736

納税
種類 納期限（令和６年度）

市県民税
普通徴収 ７月１日・９月２日

12月２日・１月31日

特別徴収 徴収した翌月の10日（土・日曜日、
祝・休日の場合は次の平日）

固定資産税・都市計画税 ４月30日・７月31日
10月31日・１月６日

軽自動車税（種別割） ６月５日

納付は金融機関窓口またはコンビニエンスストアで
の納付書による支払いに加え、口座振替、二次元コー
ド等を利用したクレジットカード、インターネットバ
ンキング、スマートフォン決済アプリ等での支払い方
法をご用意しています。詳細は、お問い合わせください。

納税管理課（管理係）　☎055-934-4730

軽自動車税（種別割）
　４月１日現在の軽自動車等の所有者に課税されます。
４月２日以降に廃車・名義変更した場合でも全額課税
され月割りはありません。バイク・軽自動車の廃車・
名義変更の手続きは３月31日までにしましょう。
　また、新規取得、名義変更、廃車は必ず申告を行っ
てください。詳細は、下記にお問い合わせください。

車種 申告場所
原動機付自転車
小型特殊自動車
ミニカー

市役所市民税課
☎055-934-4734

軽自動車 軽自動車検査協会
☎050-3816-1778

126cc 以上のバイク 沼津自動車検査登録事務所
☎050-5540-2051

市民税課（法人・諸税係）　☎055-934-4734
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各種証明等の手続きについて

証　明　一　覧
証明の種類、手数料などについてご案内します
　市内には11カ所の市民窓口事務所があります。各市民窓口事務所では、戸籍 ･ 住民票 ･ 印鑑登録関係のほか、
国民健康保険（加入 ･ 脱退）の受付、国民年金（加入 ･ 脱退 ･ 現況届）の受付、小中学校の転入学届、税関係の証明
の交付などを行います。また、マイナンバーカードを使ったコンビニ交付では、手数料がお得になる証明書もあ
ります。詳細は、市ホームページをご覧ください。

市
民
課

証明の種類 手続きに必要なもの 手数料 交付場所

戸籍の全部事項証明（謄本）

申請者の本人確認書類
代理人が申請する場合は委任状

450 円

市民課証明係
☎055-934-4723

各市民窓口事務所
大岡市民窓口事務所
☎055-921-2085
大平市民窓口事務所
☎055-934-3290
西浦市民窓口事務所
☎055-942-2002
浮島市民窓口事務所
☎055-966-2009
原市民窓口事務所　
☎055-966-1001
静浦市民窓口事務所
☎055-931-3004
金岡市民窓口事務所
☎055-921-2084
片浜市民窓口事務所
☎055-962-2083
愛鷹市民窓口事務所
☎055-966-2490
内浦市民窓口事務所
☎055-943-2044
戸田市民窓口事務所
☎0558-94-3111

戸籍の個人事項証明（抄本） 450 円

除籍・改製原戸籍の謄本 750 円

除籍・改製原戸籍の抄本 750 円

戸籍の附票 300 円

戸籍届出の記載事項証明 ※お問い合わせください 350 円

身分に関する証明 申請者の本人確認書類
（本人以外が請求する場合は本人からの委任状） 300 円

住民票の写し 申請者の本人確認書類（住民票の同一世帯以外の代理
人が請求する場合は、本人からの委任状） 300 円

全国広域交付住民票
（本籍の記載なし）

申請者の本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカー
ドなど官公署が発行した写真付き証明書に限る）
※本人・住民票の同一世帯の人のみ申請可能です

300 円

住民票の記載事項に
関する証明

申請者の本人確認書類（住民票の同一世帯以外の代理
人が請求する場合は、本人からの委任状） 200 円

不在住に関する証明
申請者の本人確認書類

300 円

不在籍に関する証明 300 円

印鑑登録証明書 本人・代理人を問わず印鑑登録証
（本人の住所、氏名、生年月日が必要） 300 円

課税（所得）証明

申請者の本人確認書類
（住民票の同一世帯以外の代理人が請求する場合は、
本人からの委任状）

200 円

土地に関する証明 １筆 200 円

家屋に関する証明 １棟 200 円

納税証明 200 円

軽自動車車検用納税証明 申請者の本人確認書類、車検証（写し） 無料

転出証明書
※転出届提出時に発行

国民健康保険証（加入者のみ）、後期高齢者医療被保険
者証（該当者のみ）、介護保険被保険者証（65 歳以上の
人）、マイナンバーカード・住民基本台帳カード・印
鑑登録証のうち交付を受けているもの

無料

市民課受付係
☎055-934-4721

上記各市民窓口事務所
☎上記各電話番号

税その他証明 ※お問い合わせください 200 円
市民課証明係
 ☎055-934-4723地籍図 なし 200 円

住宅用家屋の証明 ※お問い合わせください 1,300 円
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　市役所や市民窓口事務所等で手続きできます
市民窓口事務所　住民登録や戸籍の届出、証明発行、国民健康保険、年金の手続きなどを受け付けています。
地区センター 会議室や調理実習室等が入った、誰でも利用できる地域のコミュニティ施設。利用予約は各地区センターまで。

市立浮島小学校 八幡神社

狩野川西部
浄化センター

至富士 至沼津市街一本松国道 １号

浮島地区センター
浮島市民窓口事務所

至富士 至沼津市街国道 １号原地区
センター北

沼津市商工会
市立原小学校

原地区センター
原市民窓口事務所

愛鷹地区センター
愛鷹市民窓口事務所

愛鷹交番

国道 １号至富士 至三島西椎路

至沼津市街

西間門

片浜地区センター
片浜市民窓口事務所

至富士 旧国 １

県道 １６３号

市立
片浜小学校

市立看護
専門学校

至富士 至三島
金岡地区センター
金岡市民窓口事務所

明治史料館

JA
ふじ伊豆

市立金岡小学校

リ
コ
ー
通
り

市立大岡小学校
大岡地区センター
大岡市民窓口事務所

至沼津市街 至裾野国道４１４号

至三島至富士

御殿場線
大岡駅

旧国 １下石田

大平地区センター
大平市民窓口事務所

市立大平小学校

市立大平幼稚園

至
清
水
町

至
沼
津
市
街

徳倉橋 静浦地区センター
静浦市民窓口事務所

白髭神社

至伊豆長岡

至沼津市街

沼津南消防署
静浦分署

市立静浦
小中一貫学校駿

河
湾

国
道
４
１
４
号

駿
河
湾

内浦漁協
三津郵便局

三津会館
至伊豆の国市

至沼津市街

県
道
１７
号

県道 １３０号

内浦地区センター
内浦市民窓口事務所

駿河湾

至沼津市街至大瀬崎

西浦地区センター
西浦市民窓口事務所

西浦みかん
共同選果場

県道 １７ 号

戸田大川

戸田郵便局

戸田こども園

駐在所
JAふじ伊豆
戸田

くるら戸田
戸田地区センター
戸田市民窓口事務所

至富士 至三島

国道 １号

国道 １号

今沢中央公園
今沢団地

東海道本線
片浜駅

県道１６３号

今沢地区センター

根方街道

根方街道

門池
門池公園

市立門池
中学校

岡一色

国
道
２
４
６
号
ぐ
る
め
街
道

県立沼津
技術専門学校門池地区センター

至富士 至三島国道 １号

リ
コ
ー
通
り

学
園
通
り

沼津駅

市立
高校市立

第五中学校

沼津
郵便局

市立
金岡中学校

第五地区
センター

至富士 至三島
市立図書館

三園橋

保健センター

旧国 １

市立第一
小学校

さ
ん
さ
ん
通
り

第一地区センター

永代橋
沼津市役所
沼津合同庁舎

沼津市民
文化センター

国
道
４
１
４
号

国
道
４
１
４
号

県道 １４４号 至清水町

市立第三中学校

県立沼津工業高校

第三地区センター沼津南消防署
第四地区センター

第二地区センター

保健センター

千本プラザ
丸子 ・浅間神社

若山牧水記念館
駿河湾

永代橋狩
野
川

浮島市民窓口事務所　☎055-966-2009
浮島地区センター　　☎055-968-1322
●住平沼 375-1
●１ 原市民窓口事務所　☎055-966-1001

原地区センター　　☎055-966-0084
●住原 1200-3

●２ 愛鷹市民窓口事務所　☎055-966-2490
愛鷹地区センター　　☎055-966-5301
●住東原 358-1
●３

片浜市民窓口事務所　☎055-962-2083
片浜地区センター　　☎055-964-0926
●住大諏訪 46-1
●４ 金岡市民窓口事務所　☎055-921-2084

金岡地区センター　　☎055-924-5070
●住江原町 3-1

●５ 大岡市民窓口事務所　☎055-921-2085
大岡地区センター　　☎055-924-0299
●住大岡 2357-1
●６

大平市民窓口事務所　☎055-934-3290
大平地区センター　　☎055-934-3980
●住大平 2197-1
●７ 静浦市民窓口事務所　☎055-931-3004

静浦地区センター　　☎055-933-2510
●住獅子浜 34

●８ 内浦市民窓口事務所　☎055-943-2044
内浦地区センター　　☎055-946-1100
●住内浦三津 249-3
●９

西浦市民窓口事務所　☎055-942-2002
西浦地区センター　　☎055-942-2700
●住西浦立保 22-1
●１0 戸田市民窓口事務所　☎0558-94-3111

戸田地区センター　　☎0558-94-5100
●住戸田 1294-3（ くるら戸田内 ）

●１１ 今沢地区センター　☎055-969-0610
●住今沢 527-21●１２

門池地区センター　☎055-929-0770
●住岡一色 788-7●１３ 第五地区センター　☎055-925-8686

●住五月町 15-1●１４ 第一地区センター　☎055-963-5088
●住八幡町 65-1●１５

第四地区センター　☎055-933-4411
●住吉田町 20-1●１６ 第三地区センター　☎055-934-8003

●住下香貫楊原 750-4●１７ 第二地区センター　☎055-954-1022
●住本字千本 1910-219●１８

根方街道
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健康・福祉・医療

国民健康保険
届出
　加入・脱退（75歳到達による後期高齢者医療制度へ
の移行を除く）・変更の際は、届出が必要です。世帯
主は、14日以内に国民健康保険課または最寄りの市民
窓口事務所で手続きをしてください。
国民健康保険の給付
　国民健康保険は、被保険者の皆さんに次のような給
付をしています。 
① 療養の給付…病気やけがのとき、医療機関等でかかっ

た費用の一部（未就学児は２割、就学後から 70 歳未
満は３割、70歳以上75歳未満（後期高齢者医療制度
該当者は除く）は２割（現役並所得者は３割））を支
払うことにより、診察などの医療を受けられます。

② 療養費…急病で被保険者証を持たずに受診したとき
の医療費や、補装具などの費用の一部

　※ 海外療養費…海外で受診したとき（指定用紙があ
りますので事前にお問い合わせください）。

③ 高額療養費…１カ月間（同じ月内）の医療費の自己負
担額が高額になり、一定の額を超えた場合、その超
えた額（ただし室料差額、入院時食事代などは含み
ません）が申請によりあとから支給されます。

　 　また、あらかじめ国民健康保険課で「限度額適用
認定証」の交付を受け、医療機関に提示すると、窓
口での負担が自己負担限度額までとなります。

　 　ただし、保険料の滞納があると原則交付できません。
④高額介護合算療養費…医療費・介護費それぞれの自

己負担限度額を適用した後、両方を合計した１年間
の自己負担が高額となる場合に、定められた年間の
自己負担限度額を超えた分が申請によりあとから支
給されます。

⑤出産育児一時金…被保険者が出産したとき
　※ 「出産育児一時金の医療機関等への直接支払制　　

度」により、出産育児一時金を国保から医療機関
等へ直接支払うため、 出産時の支払いが出産費用
と出産育児一時金の差額で済みます。医療機関等
で手続きをしてください。

⑥葬祭費…被保険者が死亡したとき
⑦ 特定健康診査・特定保健指導…生活習慣病の予防の

ため、40〜74歳の人を対象に特定健康診査・特定保
健指導を行っています（後期高齢者医療制度に加入
されている人は同制度の健康診査を受けられます）。
国民健康保険課（給付係）　☎055-934-4725  　　

国民健康保険の保険料
　被保険者全員にかかる医療分及び後期高齢者支援金
分の保険料と、40〜64歳の被保険者のみにかかる介護
分の保険料を合計した金額が、加入世帯の保険料とな
ります。
　医療分の保険料は、加入している被保険者の所得に
応じてかかる所得割と加入しているすべての人にかか
る均等割及び世帯にかかる平等割を合計した金額で、
後期高齢者支援金分の保険料は、加入している被保険
者の所得に応じてかかる所得割と加入しているすべて
の人にかかる均等割を合計した金額です。また、介護
分の保険料は、40〜64歳の被保険者の所得に応じてか
かる所得割とその被保険者にかかる均等割を合計した
金額です。

国民健康保険課（賦課係）　☎055-934-4726  
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国民年金
加入者の種類
①第１号被保険者：学生・自営業者・無職の人など
②第２号被保険者：厚生年金・共済年金の加入者
③ 第３号被保険者：②に扶養されている配偶者
　 また、次の人は、希望により加入することができます。
●外国に住む 20 歳以上 65 歳未満の日本人
● 受給資格期間が不足したり、満額の年金額に達しな

い 65 歳までの人（65 歳まで加入しても、なお期間
が不足し、年金を受けることができない場合は、70
歳まで加入することができます。昭和 40 年３月以
前生まれに限る）。

こんなときは市民課または市民窓口事務所に届出を
●就職したとき、退職したとき
● 第３号被保険者が扶養をはずれたとき、または離婚

したとき

こんなときは、会社等を通じて年金の手続きを
● 厚生年金保険や共済組合などの加入者の配偶者とし

て扶養されたとき（第３号被保険者該当届）
● 第２号・第３号被保険者が住所変更、氏名変更をし

たとき

こんな年金が受けられます
● 老齢基礎年金 / 保険料を 10 年以上納めた人が 65 歳

から受けられます。
● 障害基礎年金 / 加入中の病気やけがで１・２級程度

の障がいの状態になったとき一定の条件で受けられ
ます。

　 20歳前に初診日があり、１・２級程度の障がいの状
態である人も障害基礎年金が支給されます。この場
合、 本人に一定以上の所得があると支給停止される
ことがあります。

● 遺族基礎年金 / 加入者が亡くなったとき、一定の条
件で18歳未満の子のある配偶者または子に支給され
ます。このほか、寡婦年金、死亡一時金などがあり、　
条件に応じて支給されます。
市民課（国民年金係）　☎055-934-4724
沼津年金事務所　☎055-921-2201

後期高齢者医療制度
対象となる人
①75歳以上の人
② 一定の障がいがあると認定を

受けた 65 歳以上 75 歳未満の人

保険料
被保険者全員が等しく負担す

る「均等割額」と被保険者の所得に
応じて負担する「所得割額」を合計
して個人単位で計算されます。
　保険料の納付方法は原則として年金から徴収（天引
き）されますが、申し出により口座振替に変更できます。
※ 年度の途中で75歳になられたときや、他市町村から

転入された場合などは、 しばらくの間は納付書での
納付となります。

後期高齢者医療制度の給付
① 療養の給付…外来・入院ともにかかった費用の１割
　 〜３割（割合は世帯の所得による）を負担することに

より、医療を受けられます。
② 療養費…補装具やマッサージ等の費用の一部が支給

されます。
③ 葬祭費…被保険者が死亡したとき、葬祭執行者に支

給されます。
④ 高額療養費…１カ月間（同じ月内）の医療費の自己負

担額が高額になったときは、一定の額を超えた額が
支給されます。

⑤ 高額介護合算療養費…１年間（毎年８月から翌年７
月末まで）の医療費と介護費の自己負担額の合計が
高額になったときは、申請により一定の額を超えた
額が支給されます。
国民健康保険課（高齢者医療係）　☎055-934-4728  　　
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健康・福祉・医療

保　健

健診の種類 対象者※１ 検査項目・注意事項 健診会場 健診料※２

特定健康診査 40歳以上の国民健
康保険加入者 問診、身体測定、血圧・腹囲測定、尿検査、

血液検査（血糖・脂質・肝機能等）、心
電図、眼底検査等

個別：実施医療機関
集団：各健診会場

800 円　
今年度 75 歳になる
人は無料

健康診査 後期高齢者医療
制度加入者等 無料

が
ん
等
の
検
診

肝炎ウイルス
検診

過去に受診してい
ない40歳以上の人 問診、血液検査

個別：実施医療機関
集団：各検診会場

1,400 円

前立腺がん検診 50歳以上の男性 問診、血液検査 1,000 円

大腸がん検診 40歳以上の人 問診、検便（免疫学的便潜血反応検査）   500 円

胃がん検診

35歳以上の人 問診、バリウム服用後の胃部レントゲ
ン検査

個別：実施医療機関 1,400 円

集団：各検診会場   800 円

昨年度内視鏡検査
を受診していない
50歳以上の人

問診、胃部内視鏡検査・バリウム検査
のいずれか 個別：実施医療機関 内視鏡：2,000円

乳がん検診 昨年度受診していな
い40歳以上の女性 問診、マンモグラフィ検査

個別：実施医療機関
2,000円

集団：各検診会場

子宮頸がん検診 20歳以上の女性
問診、内診、細胞診
● 体部は医師が必要と認めた場合のみ
　実施できます

個別：実施医療機関
頸　部：1,000円

頸体部：1,700円

集団：各検診会場 頸　部 :    800円

肺がん検診
40歳以上の人

（喀痰検査：50歳
以 上・ 喫 煙 指 数
600以上の人）

問診、胸部レントゲン撮影、（喀痰検査）
●結核検診を受けた人は受診できません

個別：実施医療機関
集団：各検診会場

800円
喀痰あり1,000円

結核検診 65歳以上の人
胸部レントゲン撮影
● 事業所・医療機関等で受診する人、
　肺がん検診を受けた人は受診できま
　せん

集団：各検診会場 無料

歯周病検診 20 歳以上の人 歯周ポケットの測定、むし歯の有無等、
ブラッシング指導 集団：各検診会場 無料

　乳幼児から高齢者まで、各種健康診査や健康教育、健康相談、 家庭訪問、栄養相談、予防接種などを行っています。
　詳細は、保健センター、市民課で配布している「沼津市保健ガイド【子ども】」「沼津市保健ガイド【成人】」、市ホ
ームページをご覧ください。

保健センター（健康づくり課）　☎055-951-3480　 保健センター戸田分館　☎0558-94-3970

各種健康診査

※ 1）対象者の年齢は、令和７年３月31日時点です。 
※ 2）がん等の検診については、70歳以上の人は無料です (胃がんの内視鏡検査を除く)。 
※ 健診日時、会場、予約の有無等の詳細は、広報ぬまづ６月１日号と同時配布の「特定健診・がん検診のご案内」

または市ホームページをご覧ください。
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生活習慣病予防等保健事業
事業名等 内　容 対　象 実施会場 申　込 開催日

健康度測定

骨密度、体組成（体脂肪率・内臓脂肪
レベル・ 筋肉量・基礎代謝量等）の測
定と結果説明を行います。 
※骨粗しょう症の治療中の人は主治医

へご相談ください。

20歳以上の人 保健センター 要予約

月〜金
８時30分〜17時15分
（祝日は除く）

※開催除外日があり
ますので、お問い
合わせください

生活習慣病
栄養相談

来所及び電話による生活習慣病予防に
関する栄養相談を行います。
対象：糖尿病・脂質異常症・高血圧症
     ・肥満等の心配があり、食事改
　　　善を希望する人

20歳以上の人 保健センター
・来所による相

談は、要予約
・電話による相談

は、随時受付
健康相談

来所及び電話による健康（体とここ
ろ）、禁煙、 健診結果等に関する相談
を行います。

20歳以上の人 保健センター
及び戸田分館

健康づくり
出張講座

保健師等が出張し、生活習慣病予防や
女性の健康など、健康づくりに関する
講話や運動等を行います。詳細は、お
問い合わせください。

概ね20〜64歳の
10人以上のグル
ープ・団体

市内
公民館等

開催希望日の１カ
月前までにお申し
込みください

申込者が
希望する日時

特定保健指導

特定健康診査の結果、腹囲または BMI
と脂質、血糖、血圧が基準値を超えた
方に生活習慣改善のための保健指導を
行います（脂質、血糖、血圧の服薬者
は除く）。対象者には通知を送ります。

40歳以上の国民健
康保険加入者で、
特定健康診査の結
果「動機付け支援」

「積極的支援」の該
当者

保健センター
（家庭訪問で
の指導も実施
します）

要予約
通知に記載

※その他日程はお
問い合わせくだ
さい

※予防接種対象者には、接種券を個別に郵送します。 
※ 60〜 64歳の人で国が認める人も対象者になります。接種を希望する人は保健センターにご連絡ください。 
※インフルエンザの予防接種については、広報ぬまづ９月15日号と同時配布の「インフルエンザ予防接種につい

てのお知らせ」をご覧ください。

高齢者の予防接種
定期予防接種 対象者 接種券発送時期

インフルエンザ（一部公費負担） 満65歳以上の人 ９月末または満65歳の誕生日の数日前

高齢者肺炎球菌（一部公費負担） 満65歳の人 対象者に随時発送（過去に接種が済んで
いる人には送付されません）
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　　 福　　祉

健康・福祉・医療

社会福祉
　生活保護の相談や、配偶者等の暴力による被害の相
談に応じます。詳細は、P18各種相談の相談一覧をご
覧ください。

社会福祉課
（生活保護１・２係）　☎055-934-4822・4823

（生活支援係）　☎055-934-4863・4825

障がい者福祉
　身体障害者手帳、療育手帳、精
神障害者保健福祉手帳の申請を受
け付けています。受けられるサー
ビスや手当については、障がい福
祉課で配布している「福祉サービ
スのしおり」をご覧ください。市
ホームページでもご覧になれます。

障がい福祉課　☎055-934-4829

　生きがいづくりや介護予防等の事業を実施していま
す。高齢者やその家族等が
抱える様々な心配事、悩み
事の相談にも応じます。詳
細は、P18各種相談の相談
一覧をご覧ください。

長寿福祉課　☎055-934-4834

高齢者福祉

介護保険
要介護認定の申請を受け付けて

います。申請の仕方、利用できる
サービスについては、 介護保険課
で配布している「ぬまづの介護保
険利用ガイドブック」をご覧くだ
さい。市ホームページでもご覧に
なれます。

介護保険課　☎055-934-4836
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子育て・教育

手当・医療費助成・相談

予防接種・健康診査など

小・中学校

保育所（園）など

幼稚園

手当の支給申請や、転入学の手続きなどがあります。

●児童手当、こども医療費助成、児童扶養手当等
上記の手当等を実施しています。また、ひとり親家庭

専用相談窓口があります。
こども家庭課（手当・医療費助成）  ☎055-934-4827　

　　　　　　　（ひとり親家庭相談）☎055-934-4868
●伴走型相談支援と出産・子育て応援給付金
　全ての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てで
きるよう、妊娠期から子育て期まで一貫した相談支援
に併せ、経済的支援をしています。

保健センター（健康づくり課）　☎055-951-3480

　母子健康手帳の交付や、予防接種、乳幼児の健康診
査や各種育児教室などを開催しています。

保健センター（健康づくり課）　☎055-951-3480
　保健センター戸田分館　　　　☎0558-94-3970
各詳細は、子育て支援課、市民課でお配りしているぬ
まづ子育てガイドブック「いきいきぬまづっこ」をご覧
ください。

　保育所（園）・認定こども園（保育園部）・小規模保育
事業所の入所（園）、乳幼児の一時預かりなどのご相談
を受け付けています。なお、３人以上の子供がいる世
帯の保育料の軽減を実施しています。

子育て支援課　☎055-934-4826

　転入学の手続きは、住所異動手続きの際に交付され
る「転入学通知書」を指定校に提出してください。指定
校以外の学校を希望する場合は、条件がありますので、
ご相談ください。

学校教育課　☎055-934-4808
　保護者が共働きなどで昼間家庭にいない小学生を対
象に、放課後児童クラブを開設しています。

放課後児童クラブ連絡協議会（子育て支援課内）☎055-934-4842

　幼稚園および認定こども園（幼稚園部）があります。
4 月入園の場合は、10月１日から募集が始まりますの
で、希望する園に直接お申し込みください。

子育て支援課　☎055-934-4826

沼津市子育てポータルサイト
Proud NUMAZU kosodate

　子育て中のパパママライターが、沼津の遊
び場や子育て世代に役立つ情報等をインスタ
グラムで発信していますので、ぜ
ひ、フォローをお願いします。

　「Proud NUMAZU kosodate」は、子育て
をする全ての人が楽しく子育てできるように
という想いを込めて、ママやパパたちの意見
を取り入れながら作成したサイトです。
　市からのお知らせや保育所等の募集情報、
子育て支援センターの紹介など、
子育て情報が満載です。

子育て支援課　☎055-934-4842

R６年４月からこども家庭センターを開設！
　こども家庭センターでは妊産婦や子供、妊
娠や子育てに関する相談を受けています。
　家庭相談員や母子保健コーディネーター、
子育てコンシェルジュが一体的に相談支援に
対応します。まずは一人で悩まず、気軽にご
相談ください。
相談日時　 平日、８時30分〜17時15分
　　　　　（祝日及び年末年始を除く）
相談場所　こども家庭センターほか
※詳細は、子育てポータルサイトをご覧くだ 
　さい。

こども家庭センター ☎055-951-1212
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ごみの出し方、分別について

ご　み

　クリーンセンターや市役所７階環境政策課、お住まいの地域の市民窓口事務所でお配
りしている「ごみの分別・減量ガイドブック」と「ごみの年間収集計画表」を参考に、正し
く分別して決められた日に決められた場所へ出すよう、ご協力ください。
　　　　　　　　　　 クリーンセンター管理課　☎055-933-0711　
　　　　　　　　　　 クリーンセンター収集課　☎055-933-0768

生ごみ

その他

紙くず（リサイクルできない紙）

少量の木の枝・草 衛生処理が必要なもの

ボトル・カップ類 ポリ袋・ラップ類

あみ・ネット類発泡スチロールの容器・緩衝材

燃
や
す
ご
み

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装

ポリ袋・ラップ類

あみ・ネット類

ごみの年間収集計画表で確認してください
集める日 週２回

燃やすごみの集積場所
集める場所 

ごみの年間収集計画表で確認してください
集める日 週１回

プラスチック製容器包装の集積場所
集める場所 

朝８時までに出してください
出し方 指定袋

汚れを落としてから出して
ください。

出し方 指定袋
朝８時までに出してください

ヨーグルト

汚れたプラスチック製容器包装

が目印です

エコルンブルー エコルングリーン
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缶類 びん類 金属類

古紙類

古布類

ペットボトル

せともの・ガラス・ゴム製品類（①類） 焼却粗大ごみ（②類） 熱源利用プラスチックごみ（③類）

蛍光管

資
源
回
収
の
日

埋
め
立
て
ご
み
の
日

出し方

そのまま

ごみの年間収集計画表で確認してください
集める日 月１回

埋め立てごみの集積場所
集める場所

朝８時までに出してください
出し方 各項目を参照

ごみの年間収集計画表で確認してください
集める日 月１回

資源回収の集積場所
集める場所 

朝８時までに出してください

出し方 種類別にそのまま又は束ねて
（缶類・ペットボトルは回収袋へ）

乾電池・ライター・電子タバコ

〈無色透明〉 〈茶色〉 〈その他の色〉

1m以内の大き
さにして出して
ください。
小さいものは指
定袋に入れて出
してください。

回収袋

回収袋

回収容器

※割れたものは指定袋に入れて、
「蛍光管」と書いて出してください。

※ 電池を外してください。電池を外せない充
電式小型家電は、資源回収の日に「黄色い
コンテナボックス」に入れてください。

出し方出し方

出し方

が目印です
※ 令和６年４月から充電式電池、モバイル

バッテリーも出せます。
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各ストアより「さんあ〜る」
で検索し、ダウンロードし
てください。下記の二次元
バーコードからもダウンロ
ード可能です。

※通信料は利用者負担となります。
クリーンセンター管理課

　☎055-933-0711　℻  055-931-7724

さんあ～る
アイコン

初期（地区）設定

都道府県一覧から「静岡県」を
選択し、自治体一覧から「沼
津市」を選択します。「あいう
えお」別に地区を掲載してい
るので、該当する項目を選択
し、地区を設定してください。

選んだ地域を確認し「OK」を
タップします。

通知設定
「メニュー」→「設定」から、
ごみ出し日通知の ON/OFF
の設定と通知するごみの区
分及び通知時間の設定が可
能です。
インフォメーション通知を
ON にすることで、自治体
からのお知らせをリアルタ
イムで確認できます。

通知を受け
取る場合

通知を受け
取らない場合

for
iPhone

for
Android

「さんあ〜る」でできること
　「さんあ〜る」は「ごみの
分別・減量ガイドブック」
と「ごみの年間収集計画表」
の両機能を有するアプリで
す。収集日を知らせてくれ
る機能もあります。

　「さんあ〜る」はごみの分別やごみ出しの日程に
ついて情報が得られるほか、ごみに関するクイズ
など、ごみの知識を楽しく学べる機能があります。　

ご　み

もやす

埋め立て

資源

収集日をカレンダー形式で
確認できます。

収集カレンダー

ごみの分別ガイド

品目検索

基本的なごみの分け方や出し
方、注意点を確認できます。

ごみの品目名から、分別方
法を検索できます。

その他

クイズ

ごみ減量・資源化推進協力
事業所「すまいるしょっぷ」
や小型家電回収拠点などの
情報を確認できます。

分別方法やリサイクルについ
て楽しく学ぶことができます。

チャットボット機能
AI がごみの分け方をチャット
形式で 24 時間回答します。

ぜひご活用
ください！

さんあ～る
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防災・危機管理

災害が起こる前に 災害が起こったら

避難生活

危機管理情報の取得にお役立てください

地震や津波が起こった場合の対策や事前準備について

　日頃から災害に備えた準備を行いましょう。
● 「地震・津波ハザードマップ」や市ホームページ等で

津波等により浸水が想定される地域を確認し、該当
する場合は、津波避難ビルや津波避難路等の緊急避
難先を決めておく

●寝室や廊下の家具等が倒れないようにする
● ７日間分の水、食料を備蓄する
●非常持ち出し品を準備する
●地域の防災訓練に参加する　など

●沼津市公式防災アプリ
　沼津市公式防災アプリは、以下の機能
を備えており、災害発生時・平常時を問
わず無料（※）でご利用いただけます。　
　■お知らせ機能　■防災マップ機能
　■安否確認機能　■情報収集機能

アプリのインストールはご利用のスマ
ートフォンに合わせてAppStoreまたは
GooglePlayをご利用ください。
※通信料は利用者負担となります。

●危機管理情報 X（エックス）
　市の緊急情報公式アカウントです。地震や台風等の
災害情報や、緊急情報の速報をお伝えします。
　Xで＠kinkyu_numazu をフォローしてください。
なお、「市公式 LINE」でも同様の情報を発信しています。

●同報無線自動応答システム
☎055-955-5255

　大雨の時など、同報無線が聞き取りにくく、避難指
示等を聞き逃してしまった場合に、市民の皆さんが放
送をもう一度確認することができるよう、自宅の電話
や携帯電話から、放送した内容を確認できる自動応答
システムを運用しています。

●自動架電システム
スマートフォンやメール等が使えない人のために、避

難指示等の危機管理情報を、登録した電話番号に自動で
お知らせするシステムを運用しています。利用には申請
が必要です。詳細は、お問い合わせください。
危機管理課　☎０55-9３４-４8０３

市ホームページに掲載されている各種ハザードマップ。お
住まいの地区のマップをご確認ください。

まずは自分の身の安全を確保し、同報無線、危機管理
情報メール、テレビ、ラジオ等から情報収集しましょう。
● 同報無線…災害発生情報、市政情報、12 時と 17 時

の定時試験放送を放送します。
● 危機管理情報メール…地震、台風情報や気象警報な

どの危機管理情報と、同報無線放送の情報をメール
で配信します。

　また、津波の危険がある地域では、突発的な地震が
発生した場合は、津波避難ビルや津波避難路等を利用
して「少しでも早く高い所」へ逃げましょう。

危機管理課　☎055-934-4803

　大きな災害が発生し、自宅で生活できない人は、避
難所での生活を余儀なくされる場合があります。避難
所は自主防災会が中心になり、避難者が助け合いなが
ら運営します。

危機管理課　☎055-934-4803

●危機管理情報メール
　登録した皆さんに、沼津市が把
握している危機管理情報・同報無
線情報を配信しています。市公式
ホームページから登録できます。
パソコン・メール機能のある携帯
電話に対応しています。 詳細はこちら

for
iPhone

for
Android
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各種相談

相　談　一　覧

相談の種類 と　き ところ 相談内容 相談担当者 連絡先
市政・

一般相談 土・日曜日、祝・休日を除く毎日、
８時30分〜17時15分

市民相談センター 一般相談、市の仕事につ
いての要望や意見など 市職員

市民相談センター
☎055-934-4700

消費生活センター
☎055-934-4841

消費生活相談 消費生活センター 消費生活全般 消費生活相談員
法律相談 第１・３水曜日、13時〜16時

（要予約） 市民相談センター 法律問題全般 弁護士会
人権相談 人権問題 人権擁護委員
戸田地区
人権相談

10・12・３月の第２水曜日、
13時〜16時（要予約） くるら戸田 人権問題 人権擁護委員

行政相談 第２・４水曜日、10時〜15時
（要予約） 市民相談センター 国・県・市などの行政サ

ービスなどに関する要望
や苦情など

行政相談委員戸田地区
行政相談

第２水曜日（１・８月を除く）、
10時〜12時（要予約） くるら戸田

司法書士相談 第３火曜日（８月を除く）、
13時〜16時（要予約）

市民相談センター

相続、遺言、贈与、不動
産登記、成年後見など 司法書士会

不動産
取引相談

第１木曜日（１・５月を除く）、
13時〜16時（要予約）

借家、アパート等の賃貸
借、不動産売買など 宅地建物取引業協会

測量・登記相談 第２木曜日、13時〜16時（要予約） 測量・登記・境界問題など 土地家屋調査士会

多重債務相談 金曜日、13時〜17時（要予約） 債務整理、消費契約問題、
金銭トラブルなど 弁護士会

交通事故相談 土・日曜日、祝・休日を除く
毎日、８時30分〜17時 交通事故全般 交通事故相談員

生活相談 土・日曜日、祝・休日を除く毎日、
８時30分〜17時15分 社会福祉課

生活保護についての相談
市職員

社会福祉課生活保護１・２係
☎055-934-4822・4823

女性相談 配偶者等の暴力について
の相談

社会福祉課生活支援係
☎055-934-4825・4863

健康相談

土・日曜日、祝・休日を除く毎日、
８時30分〜17時15分（要予約）

保健センター、
保健センター戸田
分館

母子の健康 ･ 育児相談、
成人の健康相談、骨密度
測定、体組成測定など

保健師、看護師など
保健センター（健康づくり課） 
☎055-951-3480
保健センター戸田分館　　 
☎0558-94-3970

土・日曜日、祝・休日を除く毎日、
８時30分〜17時15分 保健センター 妊娠期から子育て期にわ

たる相談全般 保健師など マミーズほっとステーション
ぬまづ 　☎055-951-3687

生活習慣病
栄養相談

土・日曜日、祝・休日を除く毎日、８時
30分〜17時15分（面接相談のみ要予約） 保健センター 生活習慣病予防に関する

栄養相談 栄養士 健康づくり課 ☎055-951-3480

子育て相談

土・日曜日、祝・休日を除く
毎日、10時〜17時 子育て支援課

子育てに関する相談 子育てコンシェル
ジュ

子育て支援課 ☎055-934-4826

水・日曜日、祝・休日を除く
毎日、10時〜17時

沼津っ子ふれあい
センター

沼津っ子ふれあいセンター
 ☎055-952-8077

ひとり親家庭
相談

土・日曜日、祝・休日を除く
毎日、8時30分〜17時15分 こども家庭課 ひとり親家庭相談 市職員 こども家庭課 ☎055-934-4868

健康・
介護相談

第１・3水曜日（祝・休日、休館日を
除く）、10時〜12時

サンウェルぬまづ
（ぬまづ健康福祉
プラザ）

健康、介護予防の相談 看護師など （福）沼津市社会福祉協議会
☎055-922-1350福祉生活相談 土・日曜日、祝・休日、休館日を除

く毎日、10時〜12時、13時〜15時
生活上の心配事について
の相談

民生委員・児童委員、
学識経験者等

ボランティア
相談

土・日曜日、祝・休日、休館日を
除く毎日、９時〜17時

ボランティア活動に関す
る相談

社会福祉協議会職員
・沼津市ボランティ
ア連絡協議会

（福）沼津市社会福祉協議会
☎055-922-1500

結婚相談 第１・４水曜日、第２日曜日（祝・休日、休
館日を除く）、10時〜12時、13時〜15時 結婚に関する相談（登録制）民生委員・児童委員、

学識経験者等
（福）沼津市社会福祉協議会
☎080-8493-7220

権利擁護相談
第１木曜日、13時〜16時、第３木曜日、
13時30分〜16時30分（いずれも祝・休
日、休館日を除く（要予約））

成年後見制度など権利擁
護についての相談

第１木曜日：弁護士会
第３木曜日：司法書士会

沼津市成年後見支援センター
☎055-924-4455

育児相談 日曜日、休館日を除く毎日、９時
30分〜16時 育児に関する相談 保育士 ふれあい交流室（サンウェル

ぬまづ内） ☎055-922-1501

生活困窮相談 日曜日、祝・休日、休館日を除く
毎日、9時〜17時45分

生活困窮から自立を図る
ための相談

自立相談支援センタ
ー相談支援員

自立相談支援センター
☎0120-86-1620

教育相談
土・日曜日、祝・休日を除く毎日、
面接相談（要予約）＝ 9時〜17時、
電話相談＝10時〜19時（やまびこ
電話　☎0559517330)

青少年教育
センター

学校生活・対人関係・発
達・子育て・進路・非行・
不登校など、青少年に関
する相談

市職員（やまびこ電
話は電話相談員）

青少年教育センター
☎055-951-3440

高齢者相談 土・日曜日、祝・休日を除く
毎日、8時30分〜17時15分

基幹型地域包括
支援センター

高齢者の生活上の心配事
についての相談 市職員 長寿福祉課基幹型地域包括支援

センター　☎055-934-4865

障がい者相談
支援

土・日曜日、祝・休日を除く
毎日、8時30分〜17時15分

障がい者基幹相談
支援センター 障がいに関する相談 市職員

障がい福祉課障がい者基幹相談
支援センター ☎055-934-4833
℻ 055-934-2631

外国人のため
の生活相談

土・日曜日、祝・休日を除く
毎日、8時30分〜17時 地域自治課 外国人のための行政手続

きや生活に関する相談
英語・中国語・スペイン語・
ポルトガル語他テレビ通訳
等による多言語対応あり

地域自治課多文化共生係
☎055-934-4717

　暮らしのなかで様々な困り事や相談事があるときは、一人で悩まず市役所や各相談窓口
にご連絡ください。相談内容により連絡先が異なります。



NUMAZU GUIDE 19

市政情報

ホームページ

広報ぬまづ 各種SNS

沼津市では市民の皆さんの多様なライフスタイルに合わせて様々な情報発信をしています。パソコンやスマー
トフォンでも見られる情報もたくさんあります。ぜひご活用ください。 広報課　☎055-934-4703

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/

　毎月１日と15日（１月は 15 日号のみ）に、市政の紹
介や沼津に関係の深いニュース、お知らせ等を掲載し
た広報紙を発行しています。

　沼津市では、Facebook、Instagram、X（旧Twitter）、
LINE、Yahoo！くらしなどを利用し、沼津の魅力や旬
な情報、緊急情報、くらしの情報などを発信しています。
　また、観光情報や子育て情報、消費生活情報などを
集めた課ごとのフェイスブックページや、サイクリン
グ、リノベーションまちづくりなど沼津市が推進する
プロジェクトをお知らせする SNSもあります。

　沼津市公式ホームページでは、様々な市政情報をお
知らせしています。よく利用されている項目や、ライ
フイベントごとに、皆さんが必要としている情報に簡
単にアクセスすることができます。各種手続きに必要
な申請書のダウンロードも可能です。
　沼津市のことを調べるときは、市公式ホームページ
をご利用ください！

SNS 一覧はこちら

　フォト＆ムービーライブラリーでは、四季
折々の見どころや富士山ビュースポットを始め、
沼津の食や名勝、文化財、イベントの様子など
沼津の溢れる魅力を身近に感じられる写真や動
画を1300点以上掲載しています。また、ドロー
ンを活用した企画を随時実施し、空撮ならでは
の新たな魅力を発見できる映像、写真コンテン
ツの充実を図っています。
　ここに掲載している写真等は自由に様々な素
材としてお使いいただけます（写真等の利用に
ついての詳細
は、掲載して
いる注意事項
をご確認くだ
さい）。

Pick UP!!

Pick UP!!
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